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補正予算を可決

補正予算

請
　
願

今回の補正予算は、当初予算に組み込むことができなかったも
の、その後必要が生じた事項で早急な予算措置が必要なものに
ついて計上しています。

◆
教
職
員
定
数
改
善
と
義
務
教
育
費
国

庫
負
担
制
度
堅
持
の
た
め
の
政
府
予
算

に
係
る
意
見
書
採
択
を
求
め
る
請
願

【
請
願
者
】

茨
城
県
教
職
員
組
合

　
　

杉
山　

繁　

外
55
名

【
紹
介
議
員
】　
山
崎
幸
子　

議
員

【
要
旨
】

　
学
校
現
場
で
は
、
解
決
す
べ
き
課
題

が
山
積
し
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
の
ゆ

た
か
な
学
び
を
実
現
す
る
た
め
、
教
材

研
究
や
授
業
準
備
の
時
間
を
十
分
に
確

保
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
計
画
的
教
職
員
定
数
改
善
に
よ
る

少
人
数
学
級
を
推
進
す
る
こ
と
。ま
た
、

教
育
の
機
会
均
等
と
水
準
の
維
持
を
図

る
た
め
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

を
堅
持
す
る
こ
と
。

【
議
決
結
果
】　
採
択

【
意
見
書
提
出
先
】

　

内
閣
総
理
大
臣
、
衆
議
院
議
長
、
参

議
院
議
長
、
財
務
大
臣
、
総
務
大
臣
、

文
部
科
学
大
臣

区分 補　　正　　額 予　算　総　額

一般会計 １６, ２４９千円 ５, ８８７, ４３９千円

特別会計

国民健康保険 １６, ９９０千円 １, ８２９, ９９０千円

農業集落排水事業 ９, ２１５千円 １８１, ５１５千円

公共下水道事業 ６１, ３１９千円 ７９１, ０６７千円

介護保険 ２７, ５００千円 １, ２１６, ５００千円

後期高齢者医療 ９６６千円 １５１, ３６６千円

企業会計 水道
事業 収益的 支出 △４, ３９８千円 ５７０, １２８千円

令和元年第３回定例会
　令和元年第３回定例会は、９月１０日から２０日までの１１日間の会期で行われました。
　今定例会では、村長から条例制定・改正、補正予算・決算認定等の２３議案が提出され、
審議の結果、すべて原案のとおり認定・可決されました。
　また、議員からは条例改正の意見書が１件提出され、原案のとおり可決されました。
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その他の議案と審議内容
区分 議　　　案 議　　案　　内　　容

条
例
改
正

美浦村議会基本条例の一部を
改正する条例

本条例の見直しは４年ごとと定めているが、任期中、村民
から意見が寄せられた場合や社会情勢の変化などに対応す
るため、必要に応じて検討を行うことができるよう、所要
の改正、規定の整備を行なうもの。

美浦村印鑑条例の一部を改正
する条例

住民基本台帳法施行令等の一部改正する政令に伴い、印鑑
登録原票の登録事項へ旧氏を追加するよう、所要の改正、
規定の整備を行うもの。

美浦村職員の勤務時間，休暇
等に関する条例の一部を改正
する条例

長時間労働の是正を目的に労働基準法及び人事院規則の一
部が改正されたことから、本村に於いても当該条例で必要
な事項を規則で定める旨を追加するよう所要の改正、規定
の整備を行うもの 。

美浦村災害弔慰金の支給等に
関する条例の一部を改正する
条例

災害弔慰金の支給等に関する法律及び同施行令の改正に伴
い、本村においても法改正の趣旨を踏まえ、所要の改正、
規定の整備を行うもの。

美浦村特定教育・保育施設及
び特定地域型保育事業の利用
者負担等に関する条例の全部
を改正する条例

幼児教育、保育の無償化を目的とした子ども・子育て支援
法の一部を改正する法律が５月３１日に公布され、１０月１日
に施行されることに伴い、条例の全部を改正するもの。

美浦村農業集落排水処理施設
の使用料に関する条例の一部
を改正する条例

消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、所要の改正、
規定の整備を行うもの。

美浦村下水道条例の一部を改
正する条例

消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、所要の改正、
規定の整備を行うもの。

美浦村水道事業給水条例の一
部を改正する条例

消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う、所要の改正及
び水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、指定給水装
置工事事業者制度の変更を改正するとともに、規定の整備
を行うもの。

条
例
制
定

美浦村会計年度任用職員の給
与及び費用弁償に関する条例

非常勤職員等の適正な任用の確保等を目的とした地方公務
員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、
会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、同職員の
勤務条件を規定するための条例を制定するもの。
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歳
入
確
保
対
策
の
進
展
に
よ
り

諸
税
等
の
滞
納
は
少
な
く
っ
て
き

て
い
ま
す
が
、
公
共
下
水
道
事
業

使
用
料
及
び
負
担
金
、
農
業
集
落

排
水
事
業
使
用
料
及
び
分
担
金
、

水
道
料
金
、
給
食
費
の
平
成
３
年

度
以
降
分
滞
納
が
相
当
額
残
っ
て

お
り
ま
す
。
今
後
は
適
正
な
処
理

を
行
っ
て
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。

監
査
委
員　

椎
名
利
夫　

監
査
委
員　

岡
沢　

清　

　

令
和
元
年
７
月
３１
日
か
ら
８
月

２
日
の
３
日
間
審
査
を
行
い
ま
し

た
。

《
審
査
の
結
果
と
意
見
》

　

審
査
に
付
さ
れ
た
各
会
計
歳
入

歳
出
決
算
書
及
び
そ
の
他
政
令
定

め
る
書
類
は
、
い
ず
れ
も
法
令
に

準
拠
し
て
作
成
さ
れ
、
そ
の
計
数

は
正
確
で
あ
り
予
算
執
行
状
況
に

つ
い
て
も
適
正
と
認
め
ら
れ
た
。

１
．
今
後
の
予
算
の
執
行
、
編
成

に
あ
た
っ
て
は
、
財
政
改
革
検
討

会
議
を
中
心
に
方
向
付
け
さ
れ
て

い
く
も
の
と
思
う
が
、
以
下
の
点

に
留
意
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願

　平成３０年度各会計の決算認定については、「決算審査特別委員会」を設置し、慎重な
審査を行い、８会計すべてが認定すべきとの結論にいたりました。

会　計　名
歳入累計 歳出累計

歳入歳出差額
前年比 前年比

一 般 会 計 61億7,275万2千円 109.0% 59億8,495万4千円 109.6% 1億8,779万7千円

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険 18億3,041万2千円 80.9% 18億1,229万4千円 82.7% 1,811万7千円

農業集落排水事業 1億6,956万5千円 104.1% 1億5,925万8千円 107.3% 1,030万7千円

公共下水道事業 8億9,422万8千円 81.9% 8億7,029万5千円 82.8% 2,393万3千円

介 護 保 険 11億8,160万円 103.2% 11億6,054万1千円 104.1% 2,105万9千円

後期高齢者医療 1億4,265万円 105.0% 1億4,168万4千円 105.1% 96万6千円

総　　　計 103億9,120万7千円 99.3% 101億2,902万6千円 100.3% 2億6,218万1千円

平成３０年度美浦村決算議会が８会計をチェックし認定

水
道
事
業

収　益　的
収　入 5億6,145万3千円

差　引　額

1,753万6千円
支　出 5億4,391万7千円

資　本　的
収　入 280万8千円

▲7,431万6千円
支　出 7,712万4千円

電
気
事
業

収　益　的
収　入 1億807万円

差　引　額 5,705万1千円
支　出 5,101万9千円

※数値は端数調整してあるため、合計が一致しない場合があります。

監 査 委 員 の 決 算 審 査 意 見
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い
し
ま
す
。

①
事
業
の
必
要
性
、
有
効
性
を

十
分
考
慮
し
、
目
的
を
果
た
し

た
事
業
は
廃
止
の
検
討
を
す
る

こ
と
。

②
新
規
補
助
事
業
は
、
実
施
後

の
運
営
費
等
十
分
に
考
慮
す
る

こ
と
。
ま
た
、
起
債
を
伴
う
場

合
は
村
債
残
高
の
縮
減
に
努
め

る
こ
と
。

③
各
課
で
所
管
す
る
協
議
会
等

の
各
種
団
体
の
必
要
性
、
事
業

内
容
、
補
助
金
額
等
を
検
討
す

る
こ
と
。

④
委
託
費
の
削
減
を
引
き
続
き

努
力
す
る
こ
と
。

⑤
令
和
元
年
１０
月
よ
り
保
育
所
、

幼
稚
園
の
利
用
者
負
担
額
が
無

償
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
民

間
幼
稚
園
等
と
サ
ー
ビ
ス
内
容

の
競
争
が
発
生
し
、
村
立
施
設

の
園
児
が
激
減
す
る
可
能
性
が

高
い
。
就
園
時
間
の
拡
大
や
独

自
の
施
策
等
の
対
応
を
望
み
ま

す
。

２
．
村
税
の
滞
納
対
策
に
つ
い

て
は
、
収
納
課
に
よ
る
集
中
的

な
滞
納
整
理
や
県
租
税
債
権
管

理
機
構
へ
の
案
件
の
移
管
や
職

員
の
派
遣
に
よ
り
県
内
で
も
上

位
の
徴
収
率
と
な
っ
て
い
る
。

不
能
欠
損
額
に
つ
い
て
も
前
年

と
比
較
し
減
少
し
て
い
る
。
村

税
等
滞
納
処
分
執
行
停
止
取
扱

い
規
定
に
基
づ
き
、
地
道
な
滞

納
整
理
等
に
よ
る
も
の
と
評
価

し
、
納
税
の
公
平
性
の
観
点
や

厳
し
い
村
財
政
の
中
で
財
源
確

保
の
点
か
ら
も
、
引
続
き
滞
納

対
策
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
前
任
か
ら
の
懸
案
事

項
で
あ
り
ま
す
学
校
給
食
費
の

滞
納
に
つ
い
て
は
徴
収
の
可
否

を
含
め
対
応
く
だ
さ
い
。

３
．
国
民
健
康
保
険
事
業
は
、

国
民
健
康
保
険
税
の
収
入
未
済

額
が
税
制
改
正
に
よ
る
賦
課
額

の
増
加
に
よ
る
未
納
に
よ
り
増

加
し
て
い
る
が
、
不
能
欠
損
は

減
少
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
会

計
か
ら
の
多
額
の
繰
入
金
を
繰

り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ

ば
、
村
財
政
や
国
保
運
営
の
健

全
化
、
国
保
税
の
公
平
性
の
観

点
か
ら
も
滞
納
に
よ
る
収
入
未

済
額
の
縮
減
に
努
め
て
く
だ
さ

い
。

４
．
農
業
集
落
排
水
事
業
は
、

起
債
償
還
や
人
件
費
等
に
充
て

る
た
め
、
一
般
会
計
か
ら
多
額

の
繰
り
入
れ
を
行
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
収
入
未
済
額
の
縮
減

と
管
理
費
等
の
経
費
削
減
に
も

努
め
て
く
だ
さ
い
。

５
．
公
共
下
水
道
事
業
は
、
起

債
残
高
が
多
く
、
今
後
の
事
業

を
推
進
し
て
い
く
上
で
償
還
財

源
を
心
配
し
て
お
り
ま
す
。
事

業
推
進
と
共
に
加
入
率
、
接
続

率
の
向
上
と
収
入
未
済
額
の
縮

減
、
施
設
管
理
経
費
の
削
減
に

努
め
て
く
だ
さ
い
。

６
．
介
護
保
険
事
業
は
、
保
健

師
や
社
会
福
祉
士
な
ど
が
在
籍

す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

が
、
村
社
会
福
祉
協
議
会
や
介

護
保
険
事
業
所
等
と
連
携
し
な

が
ら
、
高
齢
者
で
も
活
動
的
な

状
態
を
維
持
し
て
い
る
方
々
な

ど
へ
体
力
に
合
っ
た
予
防
対
策

を
実
施
し
て
お
り
、
参
加
者
の

意
見
を
聞
き
な
が
ら
よ
り
充
実

し
た
対
策
を
講
じ
る
よ
う
期
待

し
て
い
る
。

７
．
後
期
高
齢
事
業
は
、
現
年

度
の
保
険
料
徴
収
率
は
高
い
も

の
の
滞
納
繰
越
分
収
入
未
済
額

が
前
年
度
比
で
大
き
く
減
少
し

て
い
る
。
税
金
に
比
べ
時
効
が

短
い
こ
と
か
ら
早
急
な
対
応
を

求
め
る
。

８
．
水
道
事
業
は
、
供
用
開
始

か
ら
４０
年
経
過
し
て
い
る
も
の

の
、
起
債
残
高
が
依
然
と
し
て

残
っ
て
お
り
、
管
理
経
費
の
削

減
や
使
用
料
の
収
入
未
済
額
の

縮
減
を
図
り
な
が
ら
、
償
還
財

源
の
確
保
及
び
水
の
安
定
供
給

に
努
め
、
引
き
続
き
自
主
財
源

で
の
償
還
を
お
願
い
し
ま
す
。

９
．
電
気
事
業
は
、
今
や
村
の

貴
重
な
財
源
と
し
て
期
待
を
さ

れ
て
お
り
ま
す
が
、
実
質
的
な

売
電
が
ス
タ
ー
ト
し
て
ま
だ
３

年
で
あ
り
、
手
を
緩
め
る
こ
と

な
く
引
き
続
き
施
設
や
周
囲
の

管
理
に
つ
い
て
万
全
を
期
し
て

く
だ
さ
い
。
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※議長 ( 下村議員 ) は、可否同数のとき以外は表決に加わりません。　※「○」は賛成、「×」は反対、「－」は欠席を表します。

令和元年第３回定例会議案・審議結果一覧
会期：令和元年 9 月 10 日～ 9 月 20 日

議案
番号

件　　　　　名 議決結果

賛否数 議　　　員　　　名

賛
成

反
対

下
村　
　

宏

山
崎　

幸
子

北
出　
　

攻

松
村　

広
志

葉
梨　

公
一

小
泉　

嘉
忠

塚
本　

光
司

岡
沢　
　

清

飯
田　

洋
司

林　
　

昌
子

小
泉　

輝
忠

沼
﨑　

光
芳

発委
１号 美浦村議会基本条例の一部を改正する条例 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ― ○ ○ ○

議案
１号 美浦村印鑑条例の一部を改正する条例 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
２号 美浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
３号 美浦村職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
４号 美浦村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
５号

美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等
に関する条例の全部を改正する条例 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
６号

美浦村農業集落排水処理施設の使用料に関する条例の一部を改正
する条例 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
７号 美浦村下水道条例の一部を改正する条例 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
８号 美浦村水道事業給水条例の一部を改正する条例 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
９号 令和元年度美浦村一般会計補正予算（第２号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
１０号 令和元年度美浦村国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
１１号 令和元年度美浦村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
１２号 令和元年度美浦村公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
１３号 令和元年度美浦村介護保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
１４号 令和元年度美浦村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
１5号 令和元年度美浦村水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
１６号 平成３０年度美浦村一般会計歳入歳出決算認定の件 原案認定 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
１７号 平成３０年度美浦村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件 原案認定 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
１８号

平成３０年度美浦村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定
の件 原案認定 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
１９号

平成３０年度美浦村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の
件 原案認定 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
２０号 平成３０年度美浦村介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件 原案認定 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
２１号

平成３０年度美浦村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の
件 原案認定 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
２２号 平成３０年度美浦村水道事業会計決算認定の件 原案認定 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

議案
２３号 平成３０年度美浦村電気事業会計剰余金の処分及び決算認定の件 原案可決

及び認定 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

請願
１号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算
に係る意見書採択を求める請願 採択 6 4 ○ ○ × × ○ ○ ○ ― × × ○

発議
１号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算
に係る意見書採択を求める意見書 原案可決 6 4 ○ ○ × × ○ ○ ○ ― × × ○

ポロシャツ議会を開催しました
　

本
年
村
議
会
第
３
回
定
例
会
最

終
日
の
９
月
２０
日
に
本
会
議
出
席

者
は
各
々
の
み
ほ
ー
す
ポ
ロ
シ
ャ

ツ
を
着
用
い
た
し
ま
し
た
。

　

新
た
な
議
会
メ
ン
バ
ー
と
な
っ

て
か
ら
早
半
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
議
会
と

執
行
部
が
一
丸
と
な
っ
て
村
の
発

展
に
取
り
組
む
決
意
を
新
た
す
る

こ
と
を
祈
念
し
、
議
員
及
び
執
行

部
が
同
じ
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
を
着
用

し
、
議
会
本
会
議
に
臨
ん
だ
も
の

で
す
。
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※議長 ( 下村議員 ) は、可否同数のとき以外は表決に加わりません。　※「○」は賛成、「×」は反対、「－」は欠席を表します。

区分 議　　　案 議　案　内　容

そ
の
他

工事請負契約の締結について
（大谷小学校給食室改築及び
エレベーター設置工事）

【目的】大谷小学校給食室改築及び
　 エレベーター設置工事

【金額】２４８，４００，０００円
【相手】細谷・松浦特定建設工事共同企業体
【工期】本契約日の翌日から
　 令和２年３月１９日まで

財産の取得について
（大谷小学校給食室厨房機器
調達業務）

【目的】大谷小学校給食室厨房機器調達業務
【金額】４０，８３４，８００円
【相手】茨城アイホー調理機株式会社
【工期】本契約日の翌日から
　 令和２年３月２６日まで

令和元年第２回臨時会議案・審議結果一覧

令和元年第２回臨時会

会期：令和元年 7 月 24 日～ 7 月 24 日

議案
番号

件　　　　　名 議決結果

賛否数 議　　　員　　　名

賛
成

反
対

下
村　
　

宏

山
崎　

幸
子

北
出　
　

攻

松
村　

広
志

葉
梨　

公
一

小
泉　

嘉
忠

塚
本　

光
司

岡
沢　
　

清

飯
田　

洋
司

林　
　

昌
子

小
泉　

輝
忠

沼
﨑　

光
芳

１号 工事請負契約の締結について（大谷小学校給食室改築及びエレベー
ター設置工事） 原案可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２号 財産の取得について（大谷小学校給食室厨房機器調達業務） 原案可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　令和元年第２回臨時会は、７月２４日の１日間の会期で行われました。
　今臨時会では、村長から工事請負契約、財産取得の２議案が提出され、審議の結果、
すべて原案のとおり可決されました。
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質
問
を
終
え
た
議
員
か
ら
は
、「
緊

張
し
た
が
、
聞
き
た
い
こ
と
を
聞
け
た
」

と
い
う
感
想
が
多
く
、「
美
浦
村
の
こ

と
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。」
と
い

う
嬉
し
い
感
想
か
ら
、「
１
年
生
、
２

年
生
の
時
は
傍
聴
だ
っ
た
が
３
年
生
で

質
問
者
に
な
っ
た
。」
と
い
っ
た
子
ど
も

議
会
を
３
年
間
皆
勤
賞
の
議
員
さ
ん
も

い
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
大
人
と
同
じ
議
会
に
参
加

し
、
中
学
生
と
し
て
大
人
に
一
歩
踏
み

出
し
た
気
持
ち
で
す
。」
な
ど
、
多
く

の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
日
の
質
問
や
意
見

の
一
部
を
次
頁
か
ら
紹
介
し
ま
す
。

　

美
浦
村
議
会
は
、
次
代
を
担
う
中

学
校
の
生
徒
に
美
浦
村
の
将
来
を
考

え
、
質
問
す
る
こ
と
で
ま
ち
づ
く
り
に

関
心
を
深
め
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
中

学
生
の
要
望
や
意
見
を
聞
い
て
、
今
後

の
ま
ち
づ
く
り
の
参
考
に
し
た
い
と
考

え
、
子
ど
も
議
会
を
７
月
２３
日
に
村
議

会
議
場
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

美
浦
中
の
生
徒
20
人
が
議
長
１
人
、

議
員
１８
人
、
議
会
事
務
局
長
１
人
に
分

か
れ
、
村
議
会
と
同
様
に
議
会
を
進
め
、

代
表
の
8
人
が
村
長
は
じ
め
村
執
行
部

に
質
問
や
提
言
な
ど
を
述
べ
ま
し
た
。

～美浦村の将来を思い、自分たちの考えを提案しました～

本年度はタブレット端末の操作を、新家子ども
議会副議長にお願いしました。

美浦村子ども議会
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し
か
し
、
信
号
が
な
い
な
ど
の

問
題
か
ら
通
学
で
の
使
用
は
禁
止

と
な
り
ま
し
た
。
カ
ス
ミ
の
前
の

交
差
点
は
車
が
多
く
通
り
、
横
断

歩
道
が
複
雑
な
た
め
、
い
つ
事
故

が
起
こ
っ
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　

そ
こ
で
お
伺
い
し
ま
す
。
現
在
、

横
断
歩
道
が
な
い
と
こ
ろ
に
新
し

く
横
断
歩
道
を
つ
く
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
は
可
能
で
す
か
。

答
弁　
（
経
済
建
設
部
長
）　

美
浦

村
役
場
東
交
差
点
に
つ
い
て
は
、

茨
城
県
竜
ケ
崎
工
事
事
務
所
が
管

理
し
て
お
り
、
交
差
点
の
安
全
性

の
向
上
を
図
る
た
め
に
交
差
点
の

改
良
工
事
を
計
画
し
て
お
り
、
今

年
度
中
に
工
事
を
発
注
し
、
来
年

度
中
に
完
成
を
予
定
し
て
い
る
。

　

改
良
工
事
が
完
成
し
た
暁
に
は

歩
行
者
の
道
路
の
横
断
に
関
し
て

も
、
円
滑
か
つ
安
全
な
も
の
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。

　

児
童
館
で
は
留
守
家
庭
と
な
る

児
童
を
放
課
後
一
時
的
に
預
か
る

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
実
施
し
て

い
る
。

　

さ
ら
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
で
は
、
育
児
の
援
助
と

し
て
、
有
料
に
な
り
ま
す
が
、
生

後
６
カ
月
か
ら
小
学
６
年
生
ま
で

の
お
子
様
を
お
預
か
り
し
て
い
る
。

質
問　

保
育
所
な
ど
で
小
さ
な
子

ど
も
を
預
か
っ
て
く
れ
る
と
い
う

ご
答
弁
で
し
た
が
、
保
育
所
に
預

け
た
く
て
も
、
保
育
料
の
負
担
が

大
き
い
の
で
大
変
な
家
庭
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
家
庭

へ
の
支
援
は
あ
り
ま
す
か
。

答
弁　
（
教
育
長
）　
今
年
の
10
月

１
日
か
ら
、
３
歳
か
ら
５
歳
及
び
住

民
税
非
課
税
の
世
帯
の
０
歳
か
ら

２
歳
児
の
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認

定
こ
ど
も
園
な
ど
の
利
用
料
を
無

償
化
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
。

質
問　

こ
ち
ら
の
写
真
を
ご
ら
ん

く
だ
さ
い
。

　

こ
こ
は
カ
ス
ミ
前
の
交
差
点
で

す
。
美
浦
中
の
生
徒
も
登
下
校
で

利
用
す
る

場
所
で
す

が
、
使
い

づ
ら
い
と

感
じ
る
生

徒
が
多
く
、

郵
便
局
前

の
横
断

歩
道
を

使
用
す

る
生
徒

が
い
ま

し
た
。

質
問　

私
は
兄
弟
が
３
人
い
ま
す

け
ど
両
親
が
共
働
き
で
家
事
が
と

て
も
大
変
で
す
。
こ
の
ま
ま
だ
と

両
親
も
安
心
し
て
仕
事
が
行
え
ま

せ
ん
し
、
兄
弟
に
受
験
生
が
い
た

ら
迷
惑
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
お
伺
い
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
家
庭
の
た
め
に
何
か
取
り
組

み
を
し
て
い
ま
す
か
。

答
弁　
（
教
育
長
）　

共
働
き
の
家

庭
の
支
援
と
し
て
、
村
内
保
育
所

で
生
後
６
カ
月
か
ら
就
学
前
ま
で

の
お
子
様
の
保
育
を
行
っ
て
い
る
。

加
え
て
大
谷
保
育
所
で
は
、
保
護

者
が
家
庭
で
の
保
育
が
で
き
な
い

状
況
に
限
り
、
一
時
保
育
を
行
っ

て
い
る
。

村
内
の
通
学
路
に
つ
い
て

少
子
高
齢
化
問
題
に
つ
い
て

八
ほ ぞ み

月朔日 菜
な お

緒
議 員

清
き よ は ら

原　綾
あ や

乃
の

議 員

質
問

質
問

質
問

答
弁

答
弁

答
弁
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そ
の
対
策
と
し
て
、
７
月
か
ら
10

月
の
期
間
中
に
、
６
時
ぐ
ら
い
か

ら
光
と
風
の
丘
公
園
野
球
場
な
ど

美
浦
村
の
体
育
施
設
が
使
用
で
き

る
か
お
尋
ね
し
ま
す
。

答
弁　
（
教
育
次
長
）　

議
員
ご
質

問
の
、
夏
に
午
前
６
時
か
ら
野
球

場
等
の
体
育
施
設
を
利
用
す
る
た

め
に
は
、
総
合
運
動
公
園
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
全
て
の
施
設
を
利
用

可
能
と
す
る
必
要
が
あ
り
、
人
材

面
・
費
用
面
か
ら
も
実
施
は
困
難

と
考
え
て
い
る
。

　

光
と
風
の
丘
公
園
の
野
球
場
は

午
後
９
時
ま
で
利
用
が
可
能
で
あ

り
、
夕
方
か
ら
夜
に
な
れ
ば
、
日

中
よ
り
は
熱
中
症
に
関
し
て
安
全

に
練
習
が
行
え
る
と
考
え
ま
す
の

で
、
帰
宅
時
間
が
夜
間
に
な
り
保

護
者
の
方
の
ご
心
配
や
ご
苦
労
も

あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
夕
方
か

ら
の
野
球
場
の
使
用
も
検
討
い
た

だ
き
た
い
。

こ
れ
は
ご
み
が
ご
み
を
呼
ん
で
し

ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
道
路

沿
い
の
除
草
、
ご
み
拾
い
と
い
っ

た
地
道
な
環
境
活
動
が
ご
み
の
ポ

イ
捨
て
の
抑
止
に
つ
な
が
る
と
考

え
て
い
る
。

　

ま
た
、
ご
み
拾
い
な
ど
の
活
動

に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境

美
化
へ
の
意
識
の
向
上
に
も
つ
な

が
る
と
考
え
て
お
り
、
村
で
お
願

い
し
て
い
る
清
掃
活
動
の
参
加
を

積
極
的
に
呼
び
か
け
て
い
く
。

質
問　

こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
ご

み
対
策
を
し
て
い
き
ま
す
か
。

答
弁　
（
経
済
建
設
部
長
）　

パ
ト

ロ
ー
ル
に
よ
り
不
法
投
棄
の
早
期

発
見
、
解
決
を
目
指
し
て
い
く
。

ま
た
、
ポ
イ
捨
て
は
個
人
の
マ

ナ
ー
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ

と
か
ら
、
広
報
や
看
板
等
で
適
正

な
ご
み
処
理
に
つ
い
て
啓
発
を

行
っ
て
い
く
。

質
問　

暑
い
時
期
の
体
育
施
設
の

開
放
に
つ
い
て
質
問
し
ま
す
。

　

僕
は
硬
式
野
球
の
ク
ラ
ブ
チ
ー

ム
に
所
属
し
て
い
て
、
休
日
は
９

時
か
ら
４
時
ま
で
、
練
習
や
試
合

を
し
ま
す
。
夏
季
は
10
時
ぐ
ら
い

に
30
度
を
超
え
る
よ
う
な
日
も
あ

り
、
熱
中
症
対
策
と
し
て
水
分
や

塩
分
を
定
期
的
に
摂
取
し
て
予
防

し
て
い
る
状
況
で
す
。

　

そ
れ
で
も
熱
中
症
に
な
る
選
手

も
い
て
、
早
朝
の
比
較
的
涼
し
い

時
間
帯
に
練
習
や
試
合
を
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
選

手
が
少
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

熱
中
症
は
時
に
死
に
至
る
恐
ろ

し
い
症
状
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。

質
問　

ご
み
に
つ
い
て
お
尋
ね
し

ま
す
。

　

最
近
道
を
歩
い
て
い
る
と
ご
み

が
落
ち
て
い
ま
す
。
ご
み
を
収
集

し
た
り
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ま

た
来
た
り
す
る
と
ご
み
が
落
ち
て

い
ま
す
。
ビ
ン
の
破
片
や
ビ
ー
ル

の
空
き
缶
な
ど
が
落
ち
て
い
て
と

て
も
危
険
だ
と
思
い
ま
す
。

ど
う
す
れ
ば
ビ
ン
や
空
き
缶
な
ど

の
危
険
な
ご
み
が
落
ち
な
く
な
り

ま
す
か
。

答
弁　
（
経
済
建
設
部
長
）　

ポ
イ

捨
て
が
多
い
場
所
と
し
て
、
雑
草

が
繁
茂
し
て
荒
れ
て
い
る
な
ど
、

管
理
が
行
き
届
い
て
な
い
土
地
と

い
う
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

暑
い
時
期
の
体
育
施
設
の
開
放
に
つ
い
て

危
険
な
ゴ
ミ
に
つ
い
て

石
い し か わ

川　優
ゆ う

太
た

朗
ろ う

議 員

黒
く ろ

田
だ

　斗
と う

雅
が

議 員

質
問

答
弁

答
弁

答
弁

質
問

質
問
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予
想
さ
れ
て
お
り
、
高
齢
者
の
事

故
も
増
え
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。
な
の
で
私
は
免

許
を
そ
う
い
っ
た
事
故
に
な
る
前

に
自
主
返
納
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　

私
の
祖
母
に
も
免
許
の
返
納
に

つ
い
て
そ
ろ
そ
ろ
す
る
べ
き
で
は

な
い
か
と
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、

ま
だ
私
は
大
丈
夫
だ
か
ら
と
い
っ

て
い
ま
し
た
。

　

美
浦
村
で
は
、
そ
う
い
っ
た
人

た
ち
へ
の
呼
び
か
け
や
対
策
な
ど

は
行
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

答
弁　
（
経
済
建
設
部
長
）　
村
で

は
、
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
を

目
的
と
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
広

報
な
ど
の
啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、

関
係
機
関
と
協
力
し
、
シ
ル
バ
ー

ド
ラ
イ
バ
ー
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し

て
、
教
習
コ
ー
ス
を
使
っ
た
実
車

講
習
や
危
険
予
測
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

等
を
行
っ
て
い
る
。

は
、
去
年
の
10
月
後
半
に
、
Ｊ
Ｒ

Ａ
の
環
境
整
備
費
を
使
っ
て
役
場

東
側
に
県
の
敷
地
を
お
借
り
し
て

建
設
し
た
。

　

現
在
公
共
的
な
も
の
や
競
馬
に

関
係
す
る
も
の
に
限
り
流
れ
て
い

る
が
、
中
学
校
前
の
高
成
績
を
お

さ
め
た
方
の
横
断
幕
も
、
生
徒
の

皆
さ
ん
等
の
許
可
を
貰
え
れ
ば
、

み
ほ
ビ
ジ
ョ
ン
に
顔
写
真
も
載
せ

て
掲
載
し
た
い
の
で
調
整
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。

　

た
だ
、
企
業
の
Ｐ
Ｒ
に
つ
い
て

は
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

課
題
も
多
く
、
検
討
課
題
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
。

　

あ
の
規
模
の
大
型
映
像
端
末
は

県
内
で
は
美
浦
だ
け
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
、
美
浦
村
の
特
色
と

し
て
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　

ぜ
ひ
皆
さ
ん
か
ら
も
い
ろ
ん
な

ア
イ
デ
ア
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

取
り
組
み
た
い
。

質
問　

最
近
、
高
齢
者
ド
ラ
イ

バ
ー
に
よ
る
事
故
の
ニ
ュ
ー
ス
が

毎
週
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る

の
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。

　

警
察
庁
の
「
平
成
29
年
に
お
け

る
交
通
事
故
の
特
徴
等
に
つ
い

て
」
か
ら
抜
粋
す
る
と
、
免
許
人

口
当
た
り
の
死
亡
事
故
件
数
は
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
高
齢
者

ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
死
亡
事
故
件

数
と
全
体
に
占
め
る
割
合
は
増
加

の
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
事
故
の
原
因
は
体

力
や
筋
力
、
動
体
視
力
や
判
断
力

の
低
下
に
よ
る
操
作
不
適
に
よ
り

事
故
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
今
後
も
高
齢
者
ド
ラ
イ

バ
ー
の
数
は
増
え
て
い
く
こ
と
が

質
問　

現
在
、
競
走
馬
の
情
報
や

交
通
安
全
を
促
す
注
意
喚
起
な
ど

を
流
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う

ん
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
以

外
に
も
使
い
方
の
工
夫
は
で
き
な

い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
美
浦
村

内
の
中
小
企
業
の
Ｐ
Ｒ
映
像
や
、

近
隣
小
中
学
校
の
行
事
や
試
合
、

後
は
生
徒
及
び
児
童
が
制
作
し
た

作
品
や
展
示
物
を
大
画
面
で
紹
介

す
る
な
ど
の
考
え
が
あ
り
ま
す
。

　

よ
り
村
民
の
皆
さ
ん
に
寄
り

添
っ
た
使
い
方
が
で
き
る
と
い
い

と
思
う
の
で
す
が
、
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
ご
検
討
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

答
弁　
（
村
長
）　

み
ほ
ビ
ジ
ョ
ン

高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
に
つ
い
て

電
光
掲
示
板
に
つ
い
て

富
と み

田
た

　藍
あ い

議 員

桑
く わ

野
の

　涼
りょう

議 員

質
問

答
弁

答
弁

質
問
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答
弁　
（
保
健
福
祉
部
長
）　

デ
マ

ン
ド
型
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
は
、

運
行
を
開
始
し
て
今
年
で
12
年
目

と
な
り
、
平
成
30
年
度
末
の
登
録

者
数
は
７
４
０
人
で
、
そ
の
う
ち

60
歳
代
以
上
の
方
が
85
％
を
占
め

て
い
る
。

　

利
用
者
は
、
１
日
当
た
り
平
均

で
延
べ
28
・
６
人
、
年
度
全
体
で

延
べ
６
，
９
０
１
人
の
方
に
利
用

い
た
だ
き
、
年
代
別
で
は
80
歳
代

の
方
が
最
も
多
く
、
続
い
て
70
歳

代
と
な
っ
て
い
る
。

　

行
き
先
で
最
も
多
か
っ
た
も
の

が
村
内
病
院
で
延
べ
１
，
３
６
０

人
。
続
い
て
東
京
医
科
大
学

茨
城
医
療
セ
ン
タ
ー
が
延
べ

１
，
１
２
９
人
と
、
多
く
の
方
が

病
院
へ
の
受
診
に
利
用
し
て
い

る
。
次
に
、
村
内
ス
ー
パ
ー
が
延

べ
６
３
４
人
、
金
融
機
関
が
延

べ
１
９
９
人
、
公
共
機
関
が
延

べ
１
９
６
人
、
そ
の
他
が
延
べ

１
３
８
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

子
育
て
広
場
カ
レ
ン
ダ
ー
、
子

育
て
に
関
す
る
相
談
を
し
た
い
と

き
の
案
内
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
の
案
内
な
ど
を
掲
載

し
て
い
る
。

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
利
用

実
績
で
す
が
、
平
成
29
年
４
月
か

ら
平
成
31
年
３
月
ま
で
の
利
用
者

数
に
つ
い
て
は
、
利
用
児
童
数

１
４
，
５
９
３
人
。
保
護
者
数

１
２
，
８
９
９
人
。
わ
ん
ぱ
く

ル
ー
ム
利
用
者
数
３
，
４
８
４
人

の
合
計
３
0
，
９
７
６
人
と
な
っ

て
い
る
。
な
お
、
利
用
者
を
村
内

に
在
住
の
方
に
限
っ
て
い
な
い
の

で
、
近
隣
の
市
や
町
の
多
く
の
方

に
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

子
育
て
世
代
の
方
に
は
十
分
に

認
識
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
思

う
が
、
今
後
も
本
村
の
子
育
て
支

援
の
充
実
の
た
め
に
、
引
き
続
き

周
知
を
続
け
て
い
く
。

質
問　

デ
マ
ン
ド
乗
り
合
い
タ
ク

シ
ー
に
つ
い
て
質
問
し
ま
す
。

経
営
が
厳
し
い
路
線
バ
ス
の
撤
退

に
伴
い
、
公
共
交
通
空
白
地
域
が

発
生
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
地

域
で
は
、
公
共
交
通
の
確
保
が
大

き
な
課
題
と
な
り
ま
す
。

　

美
浦
村
の
場
合
は
、
デ
マ
ン
ド

型
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
を
導
入
し

て
い
ま
す
が
、
今
後
交
通
弱
者
と

な
る
高
齢
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ

る
中
で
、
公
共
交
通
が
果
た
す
役

割
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
美
浦
村
に
お
け
る
デ

マ
ン
ド
型
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
の

利
用
人
数
、
行
き
先
な
ど
の
利
用

状
況
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

質
問　

子
育
て
支
援
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。
地
域
交
流
館
み
ほ
ふ
れ

愛
プ
ラ
ザ
内
に
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
が
で
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
で

子
育
て
支
援
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
子
育
て
中
の
人
に
ど
れ
く
ら

い
周
知
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　

そ
の
周
知
方
法
と
利
用
実
績
を

お
尋
ね
し
ま
す
。

答
弁　
（
教
育
次
長
）　

ご
質
問
の

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
周
知
に

つ
い
て
で
す
が
、
広
報
み
ほ
に
毎

月
子
育
て
情
報
と
し
て
、
イ
ベ
ン

ト
や
子
育
て
広
場
の
情
報
を
掲
載

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
窓

口
で
は
、
子
育
て
広
場
の
案
内
や
、

デ
マ
ン
ド
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
に
つ
い
て

子
育
て
支
援
に
つ
い
て

大
お お く ま

熊　真
ま な か

佳
議 員

高
た か は し

橋　輝
ひ か る

瑠
議 員

質
問

質
問

答
弁

答
弁
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質
問　

宅
地
化
さ
れ
た
空
き
地
の

雑
草
除
去
を
適
正
に
行
わ
な
い
場

合
「
氏
名
公
表
で
き
る
」
と
条
例

に
は
あ
る
が
、
所
有
者
が
県
外
の

場
合
は
何
の
効
力
も
無
い
。
そ
こ

で
、
抑
止
の
た
め
に
罰
則
金
を
設

け
る
こ
と
を
再
度
検
討
し
て
み
て

は
ど
う
か
。

答
弁　
（
村
長
）　
樹
木
も
含
め
、

雑
草
の
繁
茂
に
つ
い
て
は
、
地
権

者
に
管
理
を
強
く
求
め
、
又
、
罰

則
金
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

質
問　

今
年
の
10
月
か
ら
保
育
料

が
無
償
化
に
な
る
こ
と
を
契
機
に
、

幼
稚
園
選
択
の
際
、
教
育
内
容
や

給
食
の
回
数
、
長
期
休
業
期
間
の

預
か
り
保
育
の
対
応
な
ど
を
考
慮

し
、
選
択
す
る
の
で
は
な
い
か
。

教
育
委
員
会
と
し
て
ど
の
よ
う
に

対
応
し
て
い
く
の
か
。

答
弁　
（
教
育
長
）　

幼
稚
園
に
つ

い
て
は
、
長
期
休
業
期
間
中
の
預

か
り
保
育
を
実
施
。
保
護
者
の
弁

当
作
り
や
給
食
回
数
は
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
よ
り

検
討
し
て
い
き
た
い
。
保
育
所
は
、

土
曜
日
の
保
育
時
間
を
延
長
し
、

平
日
と
同
様
に
し
、
仕
事
に
就
い

て
い
る
保
護
者
を
支
援
し
て
い
く
。

山
や ま ざ き

崎　幸
さ ち こ

子
議 員

「
保
育
料
無
償
化
に
向
け
て
の
対
応
」

質
問

質
問

答
弁

答
弁

「
空
き
地
の
雑
草
繁
茂
」

　９月定例会の一般質問は９月１８日

に行われ、３人の議員が登壇し、村政

全般にわたり質問がなされました。

　質問項目は下記のとおりとなりま

す。項目別の内容につきましては村

ホームページの一般質問通告事項一覧

をご覧ください。次ページよりやり取

りの一部を抜粋して紹介いたします。

詳細な内容は会議録の公表をお待ちく

ださい。

一般質問 山
やまざき

崎　幸
さ ち こ

子　議員
総務経済常任委員

○「幼児教育・保育の無償化」について
○「空き地の雑草繁茂」について

松
まつむら

村　広
ひ ろ し

志　議員
厚生文教常任委員
　○学校教育での新聞活用について
　○ＳＤＧｓの取り組みについて

林
はやし

　　昌
しょうこ

子　議員
厚生文教常任委員

○空き家・空き地対策の推進について
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置
を
提
案
す
る
。
本
村
の
意
向
を

問
う
。

答
弁　
（
教
育
長
）　

新
要
領
で
は
、

「
情
報
活
用
能
力
」
の
育
成
に
向

け
、
各
種
の
統
計
資
料
や
視
聴
覚

教
材
等
と
並
ん
で
「
新
聞
」
の
適

切
な
活
用
を
図
る
こ
と
が
指
導
さ

れ
て
い
る
。
本
村
で
は
こ
れ
ま
で

も
、
各
学
校
で
新
聞
購
読
と
活
用

は
行
っ
て
き
た
が
、
更
に
子
ど
も

た
ち
の
深
い
学
び
の
一
助
と
な
る

よ
う
各
図
書
室
に
新
聞
の
配
置
を

行
っ
て
参

り
た
い
。

【
他
に
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能

な
開
発
）
に
お
け
る
「
つ
く
る
責

任
・
つ
か
う
責
任
」
に
つ
い
て
本

村
の
取
り
組
み
を
訪
ね
た
。】

質
問　

来
年
度
か
ら
順
次
実
施
さ

れ
る
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
社

会
に
開
か
れ
た
主
体
的
・
対
話
的

な
教
育
課
程
」
の
実
施
に
向
け
た

深
い
学
び
を
掲
げ
、
そ
の
総
則
に

初
め
て
「
新
聞
活
用
」
が
明
示
さ

れ
た
。
あ
る
大
学
教
授
は
「
新
聞

は
社
会
へ
の
窓
、
学
校
で
の
学
び

と
社
会
が
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を

実
感
す
る
上
で
非
常
に
有
効
」
と

指
摘
。
ま
た
、
新
聞
科
学
研
究
所

の
調
査
に
よ
る
と
、
新
聞
の
購
読

家
庭
の
子
ど
も
の
集
中
力
は
、
非

購
読
家
庭
と
比
べ
そ
の
数
値
に
大

き
な
開
き
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
学
び

を
よ
り
深
め
る
環
境
づ
く
り
に
向

け
、
各
学
校
図
書
室
に
新
聞
の
配

学
校
教
育
で
の
新
聞
活
用
に
つ
い
て

松
ま つ む ら

村　広
ひ ろ し

志
議 員

質
問

答
弁

所
有
者
へ
の
対
応
は
。
ま
た
、
周

知
に
県
の
リ
ー
フ
を
活
用
し
て
は
。

答
弁
　（
経
済
建
設
部
長
）　

新
所

有
者
へ
の
周
知
は
使
用
目
的
が
明

確
と
考
え
ら
れ
る
の
で
し
て
い
な

い
。
村
外
所
有
者
へ
は
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
の
空
き
家
管
理
を

案
内
。
29
年
度
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

時
に
村
で
作
成
し
た
チ
ラ
シ
を
折
込

み
空
き
家
管
理
の
啓
発
を
行
っ
た
。

今
後
も
こ
れ
を
活
用
し
適
正
管
理

と
利
活
用
を
呼
び
か
け
る
。

質
問　

緊
急
対
応
の
行
政
代
執
行

に
対
す
る
考
え
と
音
信
不
通
者
へ

の
対
応
は
。

答
弁　
（
村
長
）　

特
定
空
家
の
１

番
の
物
件
は
特
措
法
を
視
野
に
入

れ
て
最
終
的
判
断
す
る
。
住
民
が

安
心
し
て
生
活
で
き
る
た
め
に
も
、

転
入
転
出
や
納
税
等
の
担
当
課
の

情
報
連
携
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

質
問　

樹
木
の
倒
木
や
雑
草
繁
茂

の
相
談
が
切
れ
間
な
く
あ
る
。
空

き
家
件
数
と
管
理
状
況
及
び
課
題

と
実
績
は
。

答
弁　
（
経
済
建
設
部
長
）　

平
成

30
年
４
月
１
日
現
在
３
２
３
件
。

特
定
空
家
等
へ
解
体
費
補
助
金
を

設
置
し
、
30
年
度
交
付
実
績
は
４

件
。
各
団
体
（
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
、
一
般
社
団
法
人
茨
城
県

建
築
士
会
、
茨
城
県
司
法
書
士
会
、

美
浦
村
建
設
業
協
会
）
と
協
定
を

結
び
対
応
の
迅
速
化
と
業
務
の
効

率
化
を
図
っ
て
い
る
。

質
問　

所
有
者
の
名
義
変
更
時
、

新
所
有
者
へ
の
周
知
方
法
と
村
外

林
はやし

　昌
し ょ う こ

子
議 員

空
き
家•

空
き
地
対
策
の
推
進
に
つ
い
て

質
問

質
問

質
問

答
弁

答
弁

答
弁
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◆
江
戸
崎
地
方
衛
生
土
木
組
合

【
視
察
日
】

令
和
元
年
７
月
８
日
～
10
日

【
視
察
先
】

〇
青
森
県
む
つ
市

　

下
北
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

〇
青
森
県
弘
前
市

　

弘
前
地
区
環
境
整
備
事
業
組
合

【
視
察
重
点
テ
ー
マ
】

「
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
」

「
組
合
の
広
域
化
」

【
参
加
議
員
】
沼
﨑
光
芳　

小
泉
輝
忠

【
視
察
内
容
】

　

ア
ッ
ク
ス
・
グ
リ
ー
ン
は
、
１
市

１
町
３
村
で
構
成
さ
れ
、
リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ
は
10
種
類
の
資
源
化
。
さ

ら
に
、
文
化
会
館
、
知
的
障
害
児
施

設
、
し
尿
処
理
施
設
、
消
防
と
共
同

処
理
事
務
を
行
う
複
合
事
務
組
合
と

し
て
設
立
・
運
営
さ
れ
て
い
た
。

　

弘
前
地
区
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー

は
、
２
市
３
町
１
村
で
構
成
さ
れ
、

ご
み
や
環
境
学
習
に
関
す
る
リ
サ
イ

ク
ル
プ
ラ
ザ
は
、
確
か
な
選
別
で
再

視 

察 

研 

修 

報 

告

資
源
化
や
ご
み
減
量
化
を
図
っ
て
お

り
、
特
徴
的
な
施
設
だ
っ
た
。

　

本
組
合
の
懸
案
で
あ
り
ま
し
た

『
ご
み
処
理
（
熱
回
収
）
施
設
』
の
更

新
に
向
け
本
年
度
中
に
着
工
の
運
び

と
な
り
、
今
後
、
長
期
間
の
運
営
に

対
す
る
リ
ス
ク
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

方
法
の
精
査
、
循
環
型
社
会
に
寄
与

す
る
身
の
丈
に
合
っ
た
新
た
な
リ
サ

イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
計
画
を
視
野
に
入

れ
、
環
境
に
対
す
る
住
民
意
識
の
向

上
に
資
す
る
施
設
の
あ
り
方
、
環
境

学
習
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
鑽
し

て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
今
回
、

広
域
処
理
に
係
る
市
町
村
間
の
総
合

調
整
に
よ
り
施
設
の
統
廃
合
（
広
域

化
）
が
行
わ
れ
て
い
る
青
森
県
の
先

進
的
事

例
を
学

び
、
見

識
を
広

め
、
大

変
有
意

義
な
視

察
研
修

と
な
っ

た
。

議会基本条例を改正しました
改正した条項　　美浦村議会基本条例第２０条第１項
　議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達
成されているかどうかを議会地方自治研究会において検討するものとする。
　また、任期中においては、村民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、必要に応
じて検討するものとする。（二重下線部が今回の改正で追加した部分）

○４年に１度見直しを行っているが、
一度行った後は見直しが条例上できな
い。

今までどおり４年に１度見直しを行い
ますが、見直しを既に行った後でも、
必要があれば何度でも検討の機会を設
けることができる様に
なりました。

改正後

検証結果は美浦村ホームページ
から確認できます。

検索美浦村議会基本条例　検証

今まで
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議員活動

７月

1 日 議会基本条例運営審査委員会

3 日 令和元年度霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟総会
美浦村交通安全推進員協議会総会

6 日 青少年健全育成のための環境整備・啓発活動
8 日 江戸崎地方衛生土木組合議員県外視察　～ 10 日
9 日 龍ケ崎地方衛生組合議会全員協議会

１0 日 広報公聴委員会、ＪＲＡ美浦 TC 職員親睦会
11 日 安中小学校及び木原小学校授業訪問
12 日 第 20 回美浦村花いっぱい運動コンクール審査 
13 日 第 34 回さかいふるさと祭り花火大会
17 日 美浦中学校『あいさつ声かけ運動』　～ 19 日

18 日 美浦村社会福祉協議会理事会
第 4 回子ども議会リハーサル

19 日 令和元年度茨城県交通安全キャラバン隊
20 日 広島平和記念式典参加者打合せ会

22 日
稲敷市議会議会改革調査特別委員会
行政視察研修受入れ
令和元年度美浦少年のつばさ事業「結団式」

24 日 第 4 回子ども議会、地方自治研究会
議会運営委員会、議会臨時会

25 日
美浦村観光協会並びに商業振興対策協議会総会
江戸崎衛生土木組合出納検査
村例月出納検査

29 日
令和元年度美浦少年のつばさ事業　～８月２日
茨城県後期高齢者医療広域連合臨時会
稲敷地方広域市町村圏事務組合議会

30 日 龍ケ崎地方衛生組合全員協議会
令和元年第 1 回龍ケ崎地方衛生組合議会臨時会

31 日
調教馬調整場所在市村連絡協議会
第 33 回茨城県反核平和の日リレー
美浦村民生委員推薦会
決算審査　～８月２日

8 月

5 日 広島平和記念式典　～７日

７日
稲敷地方航空騒音対策協議会総会
県南町村議長会、花いっぱい表彰式
青少年非行防止巡回

８日 能登町議会視察受入れ
10 日 鹿島アントラーズ美浦の日
17 日 身障者スポーツ大会
19 日 江戸崎衛生土木組合出納検査
21 日 美浦村教育講演会
26 日 美浦村子ども・子育て会議
27 日 村例月出納検査

29 日
地方自治研究会、県南町村会定期総会
美浦村高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委
員会

30 日 村立小学校あり方検討委員会

9 月

3 日 議会運営委員会

4 日 陸平縄文ムラまつり実行委員会
美浦村操法出場分団結団式

5 日 茨城国体美浦村実行委員会
知事を激励する会

6 日 美浦村空家等対策協議会
7 日 美浦中体育祭、ゴーエン美浦納涼祭

10 日 議会定例会、議会全員協議会
11 日 総務経済常任委員会、厚生文教常任委員会
12 日 決算審査特別委員会
14 日 美浦 TC 周辺区長連絡協議会中山競馬場視察
15 日 敬老会

18 日 定例会（一般質問）、議会全員協議会、 
広報公聴委員会

19 日 地方自治研究会
20 日 定例会（本会議）
21 日 村内小学校運動会
22 日 カスミ健康輪投げ
25 日 江戸崎衛生土木出納検査
26 日 例月出納検査
28 日 美浦幼稚園運動会、国体開会式

議会を傍聴してみませんか
●役場３階の議場までエレベーターでお越

しいただけます
●役場１階のロビーでも本会議の実況をご

覧になることができます
●会議録や議会だよりなどホームページに

掲載しています
●議会だよりについてのご意見・ご要望を

お待ちしています

お問い合わせ先
議会事務局
☎ 029-885-0340　内線 301・302
Ｅ-mail　gikai ＠ vill.miho.lg.jp

委員長　　松村　広志　　　委　員　　小泉　輝忠　　　委　員　　葉梨　公一
副委員長　小泉　嘉忠　　　委　員　　岡沢　　清　　　委　員　　北出　　攻

議会広報公聴委員会

検索美浦村議会
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